
大阪イノベーションハブ イノベーション・ディスプレイ出展規約 

制定 令和元年 7 月 1 日 

（はじめに） 

第 1 条 大阪イノベーションハブ（以下「OIH」という。）に設置する展示スペース「イノ

ベーション・ディスプレイ」において展示を希望する企業等（以下「出展者」という。）

は、本規約で定める条件に従って展示を行うものとする。 

（使用方法） 

第 2 条 出展者は、展示を希望する際、「イノベーション・ディスプレイ使用要綱」（以下

「要綱」という。）に従い、OIH 運営管理者（以下「管理者」という。）に申請すること。

また、搬入搬出時に台車を使用する場合、出展者は、別途、搬出入等申請書を提出しなけ

ればならない。なお、搬出入等申請書は、出展決定後、管理者より申請書のデータ、物品

搬出入への注意事項とともにメールにて送信する。搬出入等申請書は搬出入日の 1 週間

前までに提出すること。出展および撤去は、管理者立ち合いのもと実施すること。また、

イノベーション・ディスプレイは、出展者の責において原状回復すること。

（出展に要する費用） 

第 3 条 展示物および展示物の搬入搬出に要する費用ならびに出展期間中に要する費用、

解約、撤去、解除に要する費用、原状回復に要する費用、損害賠償等に係る費用（以下「出

展等に要する費用」という。）は、出展者の負担とする。 

（出展方法） 

第 4 条 展示物の出展方法については次の各号のいずれかとする。 

（１） 成果物そのものを展示する。

（２） パネルに写真や説明文を表示し、当該パネルを展示する。この場合、パネルについ

ては、所定の仕様、デザイン、書式等（以下「仕様等」という。）に合わせること。

また、パネル展示の場合、出展者は展示物のデータ（以下「データ」という。）を管

理者に送信することで、管理者にパネルを作成させることができる。なお、出展者

は仕様等について、事前に管理者と協議すること。

（３） データをイノベーション・ディスプレイスペースに設置している iPad により展示

する。この場合、データについては、仕様等を合わせること。仕様等については、

出展者は事前に管理者と協議すること。

（電力使用） 

第 5 条 出展に際し、出展者の希望により、OIH 内の床・壁コンセントからラック背面で



の分岐により電力を使用することができる。この場合、OIH の開所時間に限り、電源の

入り切りは、管理者によって行う。そのため、起動等が必要なものは、出展者は事前に管

理者と協議すること。また、瞬間電力使用の高い展示の場合は、周辺の展示物に電力使用

の有無を確認する必要があるため、電力の使用を断る場合がある。 

 

（出展の解約） 

第 6 条 展示物の出展決定後、出展者の希望による解約については、事前に出展者より管

理者に申し出て協議を行い、管理者の指示に従うこと。この場合、出展等に要する費用は

出展者の負担とする。 

 

（出展の中止） 

第 7 条 天災その他不可抗力により展示が困難または展示が不可能と管理者が判断した場

合、管理者は当該展示の中止を決定し、出展者に展示物の撤去依頼を行う。この場合、出

展等に要する費用は出展者の負担とする。 

 

（出展の一時停止） 

第 8 条 OIH 等で開催するイベントに合わせ、管理者の判断により、一時的に出展者の展

示を停止し、別途、他の展示を実施することがあるので承知すること。この場合、出展等

に要する費用は出展者の負担とする。 

 

（出展の解除） 

第 9 条 管理者は、展示物がイノベーション・ディスプレイの主旨に合致しないと判断し

た場合または、展示物もしくは出展者がこの規約に違反した場合は、何らの通知・催告な

しに、ただちに出展を解除できるものとする。この場合、出展等に要する費用は出展者の

負担とする。 

 

（出展場所） 

第 10 条 イノベーション・ディスプレイにおける展示場所および展示方法については、出

展者と協議のうえ管理者が決定するものとする。レイアウト等については別紙「イノベー

ション・ディスプレイについて」に規定する。 

サイズ：棚固定ボックス （W600×D350×H600mm） 

         棚可動ボックス （W600×D350×H1200mm） 

 ※ 棚可動ボックスの可動幅は要相談 

            

（禁止事項） 

第 11 条 出展者が次の各号に定める禁止事項に違反してはならない。 



（１） イノベーション・ディスプレイの一部または全部を転貸、譲渡、交換、使用許諾す

ること 

（２） 展示物を即売すること 

（３） 政治的・宗教的な目的で利用すること 

（４） 次の（ア）～（ウ）に掲げる迷惑行為をすること 

(ア) スピーカー等の音量、光線、熱気、ガス、臭気、振動、スモーク等により、OIH

のイベントや業務、来場者等に支障や迷惑を及ぼす展示や行為 

(イ) 社会通念上著しく品位に欠ける展示や行為 

(ウ) 公序良俗に反する展示や行為 

（５） 消防及び安全にかかる法令等に違反する行為 

（６） その他大阪市が、禁止事項と判断する展示や行為 

 

（損害賠償責任） 

第 12 条 管理者は、出展者が展示物を通じて被った人身および財物に対する傷害、損害等

に対して一切の責任を負わない。また、出展者は、第三者の人身および財物に与えた一切

の損害について、ただちにその損害を賠償しなければならない。 

 

（盗難等） 

第 13 条 管理者は、展示物の盗難、紛失、棄損に対して、損害賠償等、一切の責任を負わ

ない。 

 

（準拠法及び合意管轄） 

第 14 条 イノベーション・ディスプレイにおける一切の訴訟については、大阪簡易裁判所

または大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として合意すること。 

 

（運営と免責） 

第 15 条 管理者は、業務を円滑に実行するために、この規約に記載がない事項について、

新たに取り決め、追加や変更ができる。また、管理者は、やむを得ない事情により、展示

期間を変更することがある。これによって生じた出展等に要する費用は出展者の負担と

する。さらに、管理者は、展示物の完全性、正確性、適用性、有用性等、ウイルス感染、

ハードウェア故障、データ消失等に関し、また、これらにより発生した出展者の損害、ま

たは、他者の損害に対し、一切の責任も負わない。 

 

（個人情報の取扱い） 

第 16 条 管理者は、出展者から取得した個人情報を適切かつ安全に管理し、個人情報の漏

えい、滅失または棄損を防止する保護策を講じ、個人情報の保護に努める。また、取得し



た個人情報は、あらかじめ明示した収集目的の範囲内でのみ利用し、外部へ提供すること

はない。管理者の個人情報取得に関する詳細事項は、別途下記管理者ホームページに説明

する。 

ホームページアドレス：https://www.sansokan.jp/privacy/kojinjoho.html 

 

附則 

 この規約は、令和元年 7 月 1 日から施行する。 

 


